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回次
第5期

中間連結会計期間
第6期

中間連結会計期間
第5期

会計期間
自　2024年 6月 1日
至　2024年11月30日

自　2025年 6月 1日
至　2025年11月30日

自　2024年6月 1日
至　2025年5月31日

売上収益 (百万円) 3,634 3,874 7,769

税引前中間利益又は税引前利益 (百万円) 370 844 563

親会社の所有者に帰属する中間

（当期）利益
(百万円) 221 667 327

親会社の所有者に帰属する中間

（当期）包括利益
(百万円) 213 683 323

親会社の所有者に帰属する持分 (百万円) 60 1,550 842

総資産額 (百万円) 10,922 11,538 11,274

基本的１株当たり中間（当期）利益 (円) 16.45 44.27 23.34

希薄化後１株当たり中間（当期）利益 (円) － － －

親会社所有者帰属持分比率 (％) 0.6 13.4 7.5

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 504 388 1,358

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △ 1,823 △ 359 △ 2,375

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 1,995 △ 281 2,607

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
(百万円) 1,990 2,650 2,903

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（注） 1．当社は要約中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

 2．上記指標は、国際会計基準（以下「IFRS」という。）により作成された要約中間連結財務諸表及び連結財務

諸表に基づいております。

 3．希薄化後１株当たり中間（当期）利益については、新株予約権は存在するものの、権利確定が上場条件付き

となっているため希薄化効果の計算対象外ですので、記載しておりません。

 4．当社は、2025年12月24日開催の取締役会決議により、2026年1月8日付で普通株式1株につき100株の割合で 

株式分割を実施しております。第5期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、基本的1株当たり中間（当

期）利益を算定しております。
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２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び子会社）が営む事業の内容について、次の重要な変更があ

りました。なお、当社グループはモノづくり事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しており

ます。

　当社は、2025年4月16日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるタマ化工株式会社を通じて、株式会社

勝山塗装工業所の工業塗装事業を譲り受けることを決議し、同日付で事業譲渡契約を締結しました。当契約に基づき

2025年6月2日付で事業の譲受を完了いたしました。

　当社の連結子会社であるタマ化工株式会社及び株式会社金谷塗装工業所では、当該塗装事業と同一の塗装方法（カ

チオン電着塗装）により事業を展開しており、譲受をすることで、販路の拡大や生産体制の増強、仕入れコストの削

減等のシナジー効果を生みだすことができるものと判断しており、塗装事業にけるシェアの拡大と企業価値向上を目

指してまいります。

　また、主要な関係会社の異動として、株式会社ブレンズは、2025年9月8日付で当社の子会社である株式会社セイワ

工業が保有するブレンズ社株式の全てを売却したため、当社の連結子会社ではなくなりました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰ

の部）に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

（1）当中間期の経営成績の概況

　当中間連結会計期間における我が国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善等により、緩やかな回復基調が継続

しております。一方で、米国の通貨政策や地政学リスクに起因する世界的景気後退懸念、金融資本市場の変動、国内

の物価上昇等により、個人消費回復の動きは抑えられ、先行きは依然として不透明な状況が続いております。国内に

おいては、中小企業・小規模事業者の経営者の高齢化等を背景とした後継者問題の深刻化に対する解決策としてM&A

を有力な選択肢とする認知が進んでおり、引き続きM&A市場は堅調に拡大していくものと考えております。

　このような経営環境の下、当社は「たたむにはもったいない中小企業を受け継ぎ、選ばれ続けるモノづくりグルー

プをつくる」をMISSIONに掲げ、グループ各社の経営支援、新規顧客開拓活動、品質の向上、安全活動の徹底、カイ

ゼンの推進を継続的に実施しグループ全体の企業価値向上に努めております。

　当中間連結会計期間においては、事業承継の一環として、当社子会社であるタマ化工株式会社を譲受人として、新

たに株式会社勝山塗装工業所のカチオン電着塗装業に関する事業譲受を実施し、タマ化工株式会社東松山工場として

の稼働を開始しております。また、今後の機動的なM&Aの実行を可能とすること及び金利負担の減少を目的として、

総額3,250百万円の当座貸越枠及びコミットメントラインを新たに設定しております。一方で、ノンコア事業となっ

た株式会社ブレンズの売却を行いました。

　以上の結果、売上収益は3,874百万円 (前年同期比6.6％増)、営業利益は939百万円 (前年同期比123.8％増)、税引

前中間利益は844百万円 (前年同期比127.6％増)、親会社の所有者に帰属する中間利益は667百万円 (前年同期比

201.1％増)となりました。

　なお、当社グループはモノづくり事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

（2）当中間期の財政状態の概況

（資産）

　当中間連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末より78百万円減少の4,927百万円となりました。非流動資

産は同342百万円増加の6,610百万円となりました。

　流動資産の減少の主な要因は、現金及び現金同等物の減少と営業債権及びその他の債権の増加によるものです。

　非流動資産の増加の主な要因は、事業譲受に伴う有形固定資産の増加等によるものです。

（負債）

　当中間連結会計期間末の流動負債は、同954百万円増加の4,082百万円となりました。非流動負債は同1,399百万円

減少の5,905百万円となりました。

　流動負債の増加並びに非流動負債の減少の主な要因は、短期借入の実施及び長期借入金の早期弁済によるもので

す。

（資本）

　当中間連結会計期間末の資本は、同708百万円増加の1,550百万円となりました。これは主に中間利益の計上による

ものです。

（3）当中間期のキャッシュ・フローの概況

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、前連結会計年度末と比べて

252百万円減少し、2,650百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は388百万円となりました。その主な要因は、税引前中

間利益の計上844百万円、減価償却費、償却費及び減損損失の計上214百万円があった一方で、営業債権及びその他の

債権の増加額231百万円や法人所得税の支払額263百万円等があったことによるものです。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により支出した資金は359百万円となりました。これは主に、事業譲受による支出263百万円等があったこ

とによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により支出した資金は281百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増加額1,100百万円及び長期

借入れによる収入1,730百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出3,040百万円があったことによるもので

す。

(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(5）研究開発活動

　当中間連結会計期間における当社グループ全体の研究開発費は、0百万円です。

　なお、当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 (6）経営成績に重要な影響を与える要因

　当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因は、主に当社グループを取り巻く事業環境にあり、（1）当

中間期の経営成績の概況に記載のとおりであります。

 (7）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループは、事業運営上必要な資金を確保するとともに、経営環境の急激な変化に耐えうる流動性を維持す

ることを基本方針としており、金融機関との当座貸越及びコミットメント・ライン契約の締結により十分な手元流

動性を確保しております。

　長期資金需要につきましては、金融機関からの借入等、金利コストの最小化を図れるような調達方法を検討して

おります。短期資金需要につきましては、金融機関からの短期借入を基本としております。
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連結子会社名称 株式会社冨士商事

住所 愛知県名古屋市中区錦一丁目8番11号

代表者氏名 野見山　勇大

契約締結日 2024年11月27日

相手方の属性 地方銀行、信用金庫（シンジケートローン方式）

債務の期末残高 1,800百万円

債務の弁済期限 2031年12月1日

当該債務に付された担保 株式会社冨士鍍金工業所の土地建物、預金債権、株式等

財務上の特約の内容

・利益維持(2期連続経常損失とならないこと)

・純資産制限(2025年5月期又は直前期末比で75%維持)

・配当制限

・役員報酬制限

・金融債務制限

・担保提供、保証提供制限

・設備投資、投融資制限

・ICL 制限　等

相手先 契約期間 契約内容

株式会社あいち銀行

自　2025年8月29日

至　2026年8月31日

以後1年ごとの自動更新

当座貸越契約

（契約極度額　1,000百万円）

自　2025年8月29日

至　2026年8月31日

コミットメント・ライン契約

（契約極度額　500百万円）

株式会社みずほ銀行

自　2025年9月30日

至　2026年9月30日

以後1年ごとの自動更新

当座貸越契約

（契約極度額　1,750百万円）

３【重要な契約等】

（1）株式譲渡契約

2025年8月28日開催の取締役会において、当社の子会社である株式会社セイワ工業が所有する株式会社ブレンズの

全株式の売却を決議しました。2025年9月2日付で株式譲渡契約を締結し、2025年9月8日付で株式を譲渡いたしまし

た。

（2）財務上の特約が付された金銭消費貸借契約

2024年11月27日付で以下の財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結いたしましたが、2025年8月29日付で

完済に伴い当該契約は終了いたしました。

なお、2024年4月1日前に締結された財務上の特約等が付されたローン契約につきましては、「企業内容等の開示に

関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第6項によ

り記載を省略しております。

（3）当座貸越契約及びコミットメント・ライン契約

当中間連結会計期間において、当社は、運転資金等の効率的かつ機動的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸

越契約及びコミットメント・ライン契約を締結いたしました。

契約概要等は以下の通りであります。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 240,000

計 240,000

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

　（注）2025年12月24日開催の取締役会決議により、2026年1月8日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株

式総数は60,100,000株増加し、60,340,000株となっております。

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（2025年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（2026年2月20日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 150,850 15,085,000 非上場

完全議決権株式であ

り、株主としての権

利内容に何ら限定の

ない当社における標

準となる株式です。

なお、1単元の株式

数は100株となりま

す。

計 150,850 15,085,000 － －

②【発行済株式】

　（注） 1．2025年12月24日開催の取締役会決議により、2026年1月8日付で1株につき100株の割合で株式分割を行ったこ

とから、発行済株式の総数は14,934,150株増加し、15,085,000株となっております。

 2．2025年12月24日開催の取締役会決議により、2026年1月8日付で1単元を100株とする単元株制度を採用してお

ります。

決議年月日 2025年11月19日

付与対象者の区分及び人数（名）

当社取締役（監査等委員である取締役） 1

当社従業員                          16

当社子会社取締役                     3

当社子会社従業員                     7

新株予約権の数（個）※ 568（注）1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　568[56,800]（注）1、5

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 3,685[37]（注）2、5

新株予約権の行使期間
自　2027年12月1日

至　2033年12月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価

格及び資本組入額（円）※

発行価格　　3,685[37]

資本組入額　1,843[19]（注）5

新株予約権の行使の条件※ （注）3

新株予約権の譲渡に関する事項※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）4

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第7回新株予約権

※　新株予約権発行時(2025年11月30日)における内容を記載しております。新株予約権発行時から提出日の前月末現在
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調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×1株あたり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

（2026年1月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載してお

り、その他の事項については新株予約権発行時における内容から変更はありません。

（注） 1．本新株予約権1個あたりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、最近事業年度の末日現在

は1株、提出日の前月末現在は100株とする。当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与

株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権

の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 2．本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調

整による1円未満の端数は切り上げる。

また、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合（新

株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。）は、次の算式により行使価額を

調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。さら

に上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これら

の場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行

うことができるものとする。

 3．新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。

(1)予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査

役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等（以下「当社の従業員等」という。）の地位を有していること

を要する。ただし、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正

当な事由がある場合はこの限りでない。

(2)予約権者は、当社の発行に係る普通株式の株式上場（当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所

に上場され取引が開始されることをいう。）の日以降に限り、本新株予約権を行使することができる。

(3)予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間（1月1日から12月31日まで）の合計額は、2,400

万円を超えてはならないものとする。

(4)予約権者は、自己に割り当てされた本新株予約権の数（以下「割当数」という。）に対して、以下の期間

ごとに、以下に掲げる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。

①株式上場の日から1年後の応当日の前日まで：割当数の40％

②株式上場の日から2年後の応当日の前日まで：割当数の60％

③株式上場の日から3年後の応当日の前日まで：割当数の100％

(5)予約権者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、本新株予約権の行使により取得する当

社の株式を当社が指定する証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行う。

 4．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

(1)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若し

くは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。

(2)本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準

じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うこと

ができるものとする。

(3)当社が消滅会社になる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転

計画承認の議案が株主総会で承認されたときは、当社の決議により本新株予約権を無償で取得すること

ができる。

 5．2025年12月24日開催の取締役会決議により、2026年1月8日付で1株につき100株の割合で株式分割を行ってお

ります。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金

額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されてお

ります。
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②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

2025年6月1日～

2025年11月30日
－

普通株式

150,850
－ 100 － －

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

　（注）2025年12月24日開催の取締役会決議により、2026年1月8日付で1株につき100株の割合で株式分割を行ったこと

から、発行済株式の総数は14,934,150株増加し、15,085,000株となっております。

2025年11月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合

（％）

野見山　勇大 愛知県弥富市 114,455 75.87

石田　克史 東京都目黒区 13,658 9.05

株式会社フューチャーラボ 滋賀県長浜市名越町1016番地4 12,742 8.45

DBC1号投資事業有限責任組合 東京都港区赤坂八丁目11番37号 4,795 3.18

あいぎん未来創造ファンド4号投

資事業有限責任組合
静岡県静岡市清水区草薙北2番1号 3,300 2.19

あいぎんベンチャーファンド2号

投資事業有限責任組合
愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目2番32号 1,150 0.76

井川　径成 愛知県名古屋市昭和区 125 0.08

森　祐介 愛知県日進市 125 0.08

児玉　栄司 滋賀県長浜市 125 0.08

三宅　悠介 愛知県名古屋市中川区 75 0.05

安東　秀顕 愛知県名古屋市千種区 75 0.05

山下　裕輔 愛知県名古屋市瑞穂区 75 0.05

計 － 150,700 99.90

（５）【大株主の状況】

　（注）2025年12月24日開催の取締役会決議により、2026年1月8日付で1株につき100株の割合で株式分割を行っており

ますが、上記所有株式数については、当該株式分割前の所有株式数を記載しております。
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2025年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）
普通株式

150,850 150,850

 権利内容に何ら限定のな

 い当社における標準とな

 る株式であります。

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 150,850 － －

総株主の議決権 － 150,850 －

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　（注）2025年12月24日開催の取締役会決議により、2026年1月8日付で1株につき100株の割合で株式分割を行うととも

に、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。これに伴い、提出日現在において、完全議決権株式

（その他）の株式数は普通株式15,085,000株、議決権の数は150,850個、発行済株式総数の株式数は

15,085,000株、総株主の議決権の議決権の数は150,850個となっております。

2025年11月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

②【自己株式等】

２【役員の状況】

前事業年度に係る定時株主総会終了後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

 1．要約中間連結財務諸表の作成方法について

　当社の要約中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第

28号）第312条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。

　なお、当社の要約中間連結財務諸表は、第1種中間連結財務諸表であります。

 2．監査証明について

　当社は、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程」第216条第6項の規定に基づき、中間連結会計期間（2025

年6月1日から2025年11月30日まで）に係る要約中間連結財務諸表について、仰星監査法人による期中レビューを受け

ております。
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（単位：百万円）

注記
前連結会計年度

（2025年 5月31日）
当中間連結会計期間
（2025年11月30日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物 2,903 2,650

営業債権及びその他の債権 1,452 1,631

棚卸資産 509 477

その他の金融資産 11 64 70

その他の流動資産 75 97

流動資産合計 5,006 4,927

非流動資産

有形固定資産 2,432 2,900

使用権資産 694 651

のれん 1,464 1,464

無形資産 1,470 1,371

その他の金融資産 11 162 172

繰延税金資産 43 39

その他の非流動資産 1 10

非流動資産合計 6,268 6,610

資産合計 11,274 11,538

１【要約中間連結財務諸表】

（１）【要約中間連結財政状態計算書】
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（単位：百万円）

注記
前連結会計年度

（2025年 5月31日）
当中間連結会計期間
（2025年11月30日）

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 716 847

未払法人所得税 212 175

社債及び借入金 11 1,371 2,380

リース負債 106 105

引当金 20 －

その他の流動負債 699 572

流動負債合計 3,127 4,082

非流動負債

社債及び借入金 11 5,833 4,390

リース負債 572 533

退職給付に係る負債 44 43

引当金 98 112

繰延税金負債 578 656

その他の非流動負債 176 169

非流動負債合計 7,304 5,905

負債合計 10,431 9,987

資本

資本金 100 100

資本剰余金 877 902

利益剰余金 △147 520

その他の資本の構成要素 12 27

親会社の所有者に帰属する持分合計 842 1,550

資本合計 842 1,550

負債及び資本合計 11,274 11,538
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（単位：百万円）

注記
前中間連結会計期間

（自　2024年 6月 1日
至　2024年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　2025年 6月 1日

至　2025年11月30日）

売上収益 8 3,634 3,874

売上原価 2,517 2,439

売上総利益 1,117 1,435

販売費及び一般管理費 711 811

その他の収益 9 14 316

その他の費用 0 1

営業利益 419 939

金融収益 6 6

金融費用 55 102

税引前中間利益 370 844

法人所得税費用 149 176

中間利益 221 667

中間利益の帰属

親会社の所有者 221 667

中間利益 221 667

１株当たり中間利益

基本的１株当たり中間利益（円） 10 16.45 44.27

希薄化後１株当たり中間利益（円） 10 － －

（２）【要約中間連結損益計算書及び要約中間連結包括利益計算書】

【要約中間連結損益計算書】
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（単位：百万円）

注記
前中間連結会計期間

（自　2024年 6月 1日
至　2024年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　2025年 6月 1日

至　2025年11月30日）

中間利益 221 667

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測

定する金融資産

△7 15

純損益に振り替えられることのない項目

合計

△7 15

税引後その他の包括利益 △7 15

中間包括利益 213 683

中間包括利益の帰属

親会社の所有者 213 683

中間包括利益 213 683

【要約中間連結包括利益計算書】
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（単位：百万円）

注記

親会社の所有者に帰属する持分

合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金

その他の資本
の構成要素

合計

その他の包括

利益を通じて

公正価値で測

定する金融資

産

2024年6月1日残高 100 225 △516 15 △174 △174

中間利益 221 221 221

その他の包括利益 △7 △7 △7

中間包括利益合計 － － 221 △7 213 213

株式報酬取引 21 21 21

所有者との取引額合計 － 21 － － 21 21

2024年11月30日残高 100 247 △294 7 60 60

（単位：百万円）

注記

親会社の所有者に帰属する持分

合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金

その他の資本
の構成要素

合計

その他の包括

利益を通じて

公正価値で測

定する金融資

産

2025年6月1日残高 100 877 △147 12 842 842

中間利益 667 667 667

その他の包括利益 15 15 15

中間包括利益合計 － － 667 15 683 683

株式報酬取引 24 24 24

所有者との取引額合計 － 24 － － 24 24

2025年11月30日残高 100 902 520 27 1,550 1,550

（３）【要約中間連結持分変動計算書】

前中間連結会計期間　（自　2024年6月1日　至　2024年11月30日）

当中間連結会計期間　（自　2025年6月1日　至　2025年11月30日）
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（単位：百万円）

注記
前中間連結会計期間

（自　2024年 6月 1日
至　2024年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　2025年 6月 1日

至　2025年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益 370 844

減価償却費、償却費及び減損損失 167 214

受取利息及び受取配当金 △1 △4

支払利息 46 99

固定資産売却損益（△は益） △1 △1

固定資産除却損 0 0

負ののれん発生益 － △168

子会社株式売却益 － △132

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） △68 △231

棚卸資産の増減額（△は増加） △70 21

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） 142 173

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △0 △1

その他 57 △135

小計 641 677

利息及び配当金の受取額 1 4

利息の支払額 △41 △55

法人所得税の還付額 17 25

法人所得税の支払額 △114 △263

営業活動によるキャッシュ・フロー 504 388

投資活動によるキャッシュ・フロー

保険積立金の積立による支出 △1 △1

保険積立金の解約による収入 17 12

有形固定資産及び無形資産の取得による支出 △252 △89

有形固定資産の売却による収入 1 2

投資有価証券の取得による支出 △0 △4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 6 △1,592 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 6 － △17

事業譲受による支出 6 － △263

その他 5 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,823 △359

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － 1,100

長期借入れによる収入 2,560 1,730

長期借入金の返済による支出 △490 △3,040

社債の償還による支出 △8 △8

リース負債の返済による支出 △55 △57

その他 △10 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,995 △281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 677 △252

現金及び現金同等物の期首残高 1,312 2,903

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の中間期末残高 1,990 2,650

（４）【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
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【要約中間連結財務諸表注記】

１．報告企業

　株式会社セイワホールディングス（以下「当社」という。）は日本に所在する株式会社であります。その登記

されている本社及び主要な事業所の住所は当社のウェブサイト（https://seiwaholdings.co.jp/）で開示してお

ります。当社の要約中間連結財務諸表は、2025年11月30日を期末日とし、当社及びその子会社（以下「当社グル

ープ」という。）により構成されております。

　当社グループの事業内容は、モノづくり事業の単一セグメントであります。

２．作成の基礎

(1）IFRSに準拠している旨

　当社グループの要約中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

51年大蔵省令第28号）第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312条

の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。

　要約中間連結財務諸表は、年次連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連結会

計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。

　本要約中間連結財務諸表は、2026年2月19日に代表取締役社長野見山勇大及び最高財務責任者井川径成によ

って承認されております。

(2）機能通貨及び表示通貨

　当社グループの要約中間連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満

を切り捨てて表示しております。

３．重要性がある会計方針

　要約中間連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表におい

て適用した会計方針と同一であります。

　なお、当中間連結会計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。

４．重要な会計上の見積り及び判断

　IFRSに準拠した要約中間連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及

び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されております。実際の業績は、これらの

見積りとは異なる場合があります。

　見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見

直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。

　経営者が行った要約中間連結財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは、前連結会計年度に係る

連結財務諸表と同様であります。

５．セグメント情報

　報告セグメントの概要

当社グループはモノづくり事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（単位：百万円）

金額

支払対価の公正価値(現金) 1,900

取得資産及び引受負債の公正価値

現金及び現金同等物 307

営業債権及びその他の債権 142

棚卸資産 9

有形固定資産 254

無形資産 378

営業債務及びその他の債務 △8

未払法人所得税 △52

引当金 △30

繰延税金負債 △119

その他 △51

取得資産及び引受負債の公正価値（純額） 831

のれん 1,068

６．企業結合

前中間連結会計期間（自　2024年6月1日　至　2024年11月30日）

(1）企業結合の概要

①　被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　　株式会社冨士鍍金工業所

事業の内容　　　　　めっき加工事業

②　取得日

2024年11月30日

③　取得した議決権付資本持分の割合

100％

④　企業結合を行った主な理由

　株式会社冨士鍍金工業所は、主に半導体製品や工業機械のめっき加工事業を行っており、同種の事

業を行っている東栄コーティング株式会社との連携による営業力・収益性の向上や間接業務の効率化

を図り、塗装事業における競争力を高めるためであります。

⑤　被取得企業の支配の獲得方法

現金を対価とする株式取得

(2）取得日現在における支払対価、取得資産及び引受負債の公正価値

　当該企業結合に係る取得関連費用は1百万円であり、すべて要約中間連結損益計算書の「販売費及び

一般管理費」に計上しております。

　のれんの主な内容は、個別に認識要件を満たさない、取得から生じることが期待される既存事業との

シナジー効果と超過収益力であります。

　なお、のれんについて、税務上損金算入を見込んでいる金額はありません。
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（単位：百万円）

金額

取得により支出した現金及び現金同等物 1,900

取得時に被取得会社が保有していた現金及び現金同等物 △307

子会社の取得による支出 1,592

（単位：百万円）

金額

支払対価の公正価値（現金） 263

取得資産及び引受負債の公正価値

有形固定資産 544

引当金 △21

繰延税金負債 △91

その他 0

取得資産及び引受負債の公正価値（純額） 432

負ののれん発生益 168

(3）取得に伴うキャッシュ・フロー

　　(4）業績に与える影響

　当社グループの要約中間連結損益計算書には、取得日が中間連結会計期間末日であるため株式会社冨

士鍍金工業所から生じた売上収益及び中間利益は含まれておりません。また、企業結合が期首に実施さ

れたと仮定した場合、当中間連結会計期間における当社グループの売上収益及び中間利益は、それぞれ

426百万円及び96百万円の増加であったと算定されます。なお、当該プロフォーマ情報は期中レビュー

を受けておりません。

当中間連結会計期間（自　2025年6月1日　至　2025年11月30日）

(1）企業結合の概要

①　事業譲受の相手先企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　　株式会社勝山塗装工業所

事業の内容　　　　　工業塗装事業

②　事業譲受日

2025年6月2日

③　事業譲受を行った主な理由

　当社の連結子会社であるタマ化工株式会社及び株式会社金谷塗装工業所では、当該塗装事業と同一の塗

装方法（カチオン電着塗装）により事業を展開しており、譲受をすることで、販路の拡大や生産体制の増

強、仕入れコストの削減等のシナジー効果を生みだすことができるものと判断しており、塗装事業におけ

るシェアの拡大と企業価値向上を目指してまいります。

④　事業譲受の法的形式

現金を対価とする事業譲受

(2）取得日現在における支払対価、取得資産及び引受負債の公正価値分

　当該企業結合に係る取得関連費用は14百万円であり、すべて要約中間連結損益計算書の「販売費及び

一般管理費」に計上しております。

　負ののれんの発生益は、取得資産及び引受負債の差額が取得対価を上回ったため生じており、要約中

間連結損益計算書の「その他の収益」に計上されています。
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（単位：百万円）

金額

取得により支出した現金及び現金同等物 263

取得時に被取得会社が保有していた現金及び現金同等物 －

事業譲受による支出 263

項目 金額

支配喪失時の資産の内訳

　流動資産 84

　非流動資産 54

支配喪失時の負債の内訳

　流動負債 80

　非流動負債 202

項目 金額

支配の喪失に伴って認識した利益 142

売却に伴う付随費用 △10

子会社株式売却益 132

項目 金額

現金による受取対価 0

連結除外した子会社における現金及び現金同等物 △17

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 17

(3）取得に伴うキャッシュ・フロー

(4）業績に与える影響

　事業譲受日以降に被取得企業から生じた、売上収益及び中間利益は、重要性が乏しいため記載を省略して

おります。

　また、当該企業結合が当中間連結会計期間期首に行われたと仮定した場合の損益情報は、要約中間連結財

務諸表に与える影響額に重要性がないため開示しておりません。なお、当該プロフォーマ情報は期中レビュ

ーを受けておりません。

（ブレンズ株式の売却）

　　当社は、2025年8月28日開催の取締役会において、当社の連結子会社である㈱セイワ工業が保有する㈱ブレ

ンズの全株式を㈱タイセイプラスへ譲渡することを決議し、2025年9月2日付で株式譲渡契約を締結のうえ、

2025年9月8日付で株式譲渡を実施したことにより㈱ブレンズの支配を喪失しました。

(1）支配の喪失を伴う資産及び負債

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

(2）支配の喪失に伴う損益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

(3）支配の喪失に伴う現金及び現金同等物の変動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

７．配当金

前中間連結会計期間（自　2024年6月1日　至　2024年11月30日）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　2025年6月1日　至　2025年11月30日）

　該当事項はありません。
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前中間連結会計期間
（自　2024年 6月 1日

　　至　2024年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　2025年 6月 1日

　　至　2025年11月30日）

一時点で移転される財又はサービス 3,030 3,273

一定期間にわたり移転される財又はサービス 604 601

合計 3,634 3,874

８．売上収益

　収益の分解

　当社グループは、製造業を中心とした、単一セグメントのモノづくり事業を展開しております。

　顧客との契約から認識した収益の分解は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

　一時点で移転される財又はサービスについては、製品の販売において、製品の支配が顧客に移転したと

き、すなわち製品を顧客に引き渡しまたは検収を受けた時点で、顧客に製品の法的所有権、物理的占有、製

品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転し、顧客から支払いを受ける権利を得るため、その時点で

収益を認識しております。

　一定期間にわたり移転される財又はサービスについては、工事請負契約に基づいた義務の履行により資産

が創出され又は増価につれて顧客が当該資産を支配することから、主に契約期間にわたる工事の進捗に応じ

て収益を認識しております。

（単位：百万円）

前中間連結会計期間
（自　2024年 6月 1日

至　2024年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　2025年 6月 1日

至　2025年11月30日）

負ののれん発生益 － 168

子会社株式売却益 － 132

その他 14 15

合計 14 316

９．その他の収益

　その他の収益の内訳は以下のとおりであります。

（注）負ののれん発生益及び子会社株式売却益については、注記「６．企業結合」に記載しております。

前中間連結会計期間
（自　2024年 6月 1日

至　2024年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　2025年 6月 1日

至　2025年11月30日）

親会社の所有者に帰属する中間利益（百万円） 221 667

加重平均普通株式数（千株） 13,480 15,085

基本的1株当たり中間利益（円） 16.45 44.27

10．１株当たり利益

　基本的1株当たり中間利益及び希薄化後1株当たり中間利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

（注）1.希薄化後1株当たり中間利益については、新株予約権は存在するものの、権利確定が上場条件付きとなっている

ため希薄化効果の計算対象外ですので、記載しておりません。

2.当社は、2026年1月8日を効力発生日として、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っています。前連結

会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、基本的1株当たり中間利益を算定しています。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（2025年5月31日）

当中間連結会計期間
（2025年11月30日）

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

償却原価で測定する金融負債

借入金 7,181 7,271 6,754 6,791

社債 24 23 16 16

合計 7,205 7,295 6,770 6,807

11．金融商品の公正価値

(1）公正価値の算定方法

　金融商品の公正価値を、公正価値の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3

つのレベルに分類しております。

レベル1：活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格（無調整）

レベル2：レベル1以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値

レベル3：観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値

①　公正価値の算定方法

　金融商品の公正価値の算定方法は以下のとおりであります。

（現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、その他の金融資産、営業債務及びその他の債務）

　短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

（その他の金融資産）

　上場株式の公正価値については、期末日の市場価格によって算定しております。投資信託は、取引金融

機関から提示された公正価値を使用しています。保険積立金の公正価値は、解約返戻金の金額等を勘案

し、算定しております。

（社債及び借入金）

　社債の公正価値は、債務額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値

により算定しております。

　長期借入金は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する

方法によっております。

②　償却原価で測定する金融商品

　償却原価で測定する金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりであります。なお、重要性の乏しい

金融商品は、次の表に含めておりません。

（注）　借入金及び社債の公正価値はレベル2に分類しております。
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（単位：百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

資産：

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

その他の金融資産

投資信託 － 6 － 6

出資金 － － 7 7

ゴルフ会員権 － 0 － 0

保険積立金 － － 61 61

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

その他の金融資産

株式 58 － － 58

合計 58 6 68 133

（単位：百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

資産：

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

その他の金融資産

投資信託 － 7 － 7

出資金 － － 7 7

ゴルフ会員権 － 0 － 0

保険積立金 － － 51 51

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

その他の金融資産

株式 82 － － 82

合計 82 8 58 149

③　公正価値で測定する金融商品

　公正価値で測定する金融商品の公正価値ヒエラルキーは以下のとおりであります。

前連結会計年度（2025年5月31日）

当中間連結会計期間（2025年11月30日）

　公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、振替を生じさせた事象又は状況の変化が生じた日に認識して

おります。各年度において、公正価値レベル1とレベル2の間の重要な振替は行われておりません。

④　評価プロセス

　レベル3に分類された金融商品の公正価値の測定に際しては、対象となる金融商品の性質、特徴及びリ

スクを最も適切に反映できる評価技法及びインプットを用いております。また公正価値の測定結果につい

ては適切な責任者のレビューを受けております。
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（単位：百万円）

前中間連結会計期間
（自　2024年 6月 1日

至　2024年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　2025年 6月 1日

至　2025年11月30日）

期首残高 64 68

購入 1 1

売却又は解約 △12 △10

その他 8 －

期末残高 61 58

⑤　レベル3に分類された金融商品の期首残高から期末残高への調整表

　レベル3に分類された金融商品の期首から期末までの変動は以下のとおりであります。

株式分割前の発行済株式総数 150,850株

今回の分割により増加する株式数 14,934,150株

株式分割後の発行済株式総数 15,085,000株

株式分割後の発行可能株式総数 60,340,000株

基準日 2026年1月8日

効力発生日 2026年1月8日

12．後発事象

（株式分割）

　2025年12月24日開催の取締役会及び2026年1月8日開催の株主総会において、株式分割及び株式分割に伴う定款

の一部変更について決議しました。

(1) 株式分割の目的

　上場後の株価水準を株式会社東京証券取引所の求める望ましい投資金額である１単元が50万円未満になること

を目的としております。

(2) 株式分割の概要

①　株式分割の方法

　2026年1月8日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、2026

年1月8日付で1株につき100株の割合をもって分割します。

②　株式分割により増加する株式数

③　株式分割の日程

(3) 1株当たり利益に及ぼす影響

1株当たり利益に及ぼす影響は、該当箇所に記載しております。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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